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令和７年特別区人事委員会勧告について 

１ 月例給の改定 

（１）公民較差 

（２）改定の内容 

民間給与との較差１４,８６０円（３．８０％）を解消するため、若年層に重点を

置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げる。 

（３）実施時期 

令和７年４月 1日に遡及して実施する。 

ただし、会計年度任用職員のうち、採用された日の属する年度の１２月１日までに

おいて以下のいずれかに該当する者の給料・報酬額については、１２月１日に改定す

る。 

ア 任期が３か月以内の者 

イ 週あたりの所定勤務時間が１５時間３０分未満、かつ、所定勤務日数が２日以

下の者 

 

２ 特別給（期末手当・勤勉手当）の改定 

（１）公民較差 

（２）改定の内容 

民間における特別給の支給状況を勘案し、年間の支給月数を０.０５月引き上げる。 

支給月数引上げ分については、期末手当及び勤勉手当に均等に配分する。 

（現行４．８５月→４．９月） 

 

≪一般職員・会計年度任用職員≫   （単位：月） 

 
令和６年度 

年間支給月数 

改正後（令和７年度） 

年間支給月数 

期末手当 ２．５０ ２．５２５ 

勤勉手当 ２．３５ ２．３７５ 

合 計 ４．８５ ４．９ 

≪管理職員≫     （単位：月） 

 
令和６年度 

年間支給月数 

改正後（令和７年度） 

年間支給月数 

期末手当 ２．１５ ２．１７５ 

勤勉手当 ２．７０ ２．７２５ 

合 計 ４．８５ ４．９ 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ３ 日 

企 画 総 務 委 員 会 資 料 

総 務 部 人 事 課 

公民比較の結果 

（令和７年４月） 

民間従業員平均給与 職員平均給与 差 

４０６,３２２円 ３９１,４６２円 
１４,８６０円 

（３．８０％） 

公民比較の結果 

（令和 6年 8月 

～令和 7年７月） 

民間従業員 

年間支給月数 

職員 

年間支給月数 
差 

４．９２月 ４．８５月 ０．０７月 
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≪定年前再任用短時間勤務職員≫   （単位：月） 

 
令和６年度 

年間支給月数 

改正後（令和７年度） 

年間支給月数 

期末手当 １．４０ １．４２５ 

勤勉手当 １．１５ １．１７５ 

合 計 ２．５５ ２．６ 

（３）実施時期 

令和７年１２月１日から実施する。 

 

３ 給与制度の見直し 

（１）目的 

管理職の職務・職責をより重視した給料体系の実現と早期昇格者の処遇改善を図

る。 

（２）対象 

行政職給料表（一）５・６級、医療職給料表（二）５級、医療職給料表（三）５級

の適用を受ける管理職。 

（３）見直し内容 

①行政職給料表（一） 

②医療職給料表（二）及び医療職給料表（三） 

行政職給料表（一）との均衡を基本に見直し。 

 

４ 改正する条例 

東京都台東区職員の給与に関する条例 

東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

  

 見直し内容 

５級（課長級） ５級１号給から３２号給までをカットし、初号水準を引き上げる。 

６級（部長級） 

・６級１号給から３９号給までをカットする。 

・４０号給から８９号給までを９号給構成に見直しする。 

・昇給制度を職責重視へ見直し。 
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第９８号議案 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

第１条の規定による改正 

改  正  案 現     行 

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第９条の３ （略） 第９条の３ （略） 

(１) 医療職給料表（一）の適用を受ける職員

のうち、採用による欠員の補充が困難である

と認められる職で人事委員会が定めるもの 

月額 ３２６,９００円 

(１) 医療職給料表（一）の適用を受ける職員

のうち、採用による欠員の補充が困難である

と認められる職で人事委員会が定めるもの 

月額 ３１５,２００円 

(２)及び(３) （略） (２)及び(３) （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（期末手当） （期末手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に１００分

の１２７．５を乗じて得た額に、区規則で定め

る支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第

９条の２第１項の規定に基づき指定する職員

の期末手当の額は、職員の給与月額に１００分

の１１０を乗じて得た額に、区規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に１００分

の１２５を乗じて得た額に、区規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。ただし、第９条

の２第１項の規定に基づき指定する職員の期

末手当の額は、職員の給与月額に１００分の１

０７．５を乗じて得た額に、区規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分の

１２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」

と、「１００分の１１０」とあるのは「１００

分の６３．７５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分の

１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１

００分の１０７．５」とあるのは「１００分の

６１．２５」とする。 

４及び５ （略） ４及び５ （略） 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条の４ （略） 第２１条の４ （略） 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、

勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を

乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の

職員の給与月額に１００分の１２０（第９条の

２第１項の規定に基づき指定する職員にあつ

ては１００分の１３７．５）を乗じて得た額の

総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、

勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を

乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の

職員の給与月額に１００分の１１７．５（第９

条の２第１項の規定に基づき指定する職員に

あつては１００分の１３５）を乗じて得た額の

総額を超えてはならない。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分の

１２０」とあるのは「１００分の６０」と、「１

００分の１３７．５」とあるのは「１００分の

６８．７５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分の

１１７．５」とあるのは「１００分の５７．５」

と、「１００分の１３５」とあるのは「１００

分の６６．２５」とする。 
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４～６ （略） ４～６ （略） 

  

別表第１ （別添のとおり） 別表第１ （別添のとおり） 

別表第２ （別添のとおり） 別表第２ （別添のとおり） 

別表第３ （別添のとおり） 別表第３ （別添のとおり） 

別表第４ （別添のとおり） 別表第４ （別添のとおり） 

別表第５ （別添のとおり） 別表第５ （別添のとおり） 

 

第２条の規定による改正 

改  正  後 改  正  前 

（期末手当） （期末手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に１００分

の１２６．２５を乗じて得た額に、区規則で定め

る支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第９

条の２第１項の規定に基づき指定する職員の期

末手当の額は、職員の給与月額に１００分の１

０８．７５を乗じて得た額に、区規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に１００分

の１２７．５を乗じて得た額に、区規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第９条

の２第１項の規定に基づき指定する職員の期末

手当の額は、職員の給与月額に１００分の１１

０を乗じて得た額に、区規則で定める支給割合

を乗じて得た額とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分の

１２６．２５」とあるのは「１００分の７１．

２５」と、「１００分の１０８．７５」とある

のは「１００分の６２．５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分の

１２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」

と、「１００分の１１０」とあるのは「１００

分の６３．７５」とする。 

４及び５ （略） ４及び５ （略） 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条の４ （略） 第２１条の４ （略） 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、

勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を

乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の

職員の給与月額に１００分の１１８．７５（第

９条の２第１項の規定に基づき指定する職員

にあつては１００分の１３６．２５）を乗じて

得た額の総額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、

勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を

乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の

職員の給与月額に１００分の１２０（第９条の

２第１項の規定に基づき指定する職員にあつ

ては１００分の１３７．５）を乗じて得た額の

総額を超えてはならない。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分の

１１８．７５」とあるのは「１００分の５８．

７５」と、「１００分の１３６．２５」とある

のは「１００分の６７．５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分の

１２０」とあるのは「１００分の６０」と、「１

００分の１３７．５」とあるのは「１００分の

６８．７５」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

付 則 

（施行期日等） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（第２１条第２項及び同項ただし書並びに同条第３項並びに第２１条の４第２項及び

第３項の改正規定を除く。）による改正後の東京都台東区職員の給与に関する条例（以下「第１条によ

る改正後の条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

３ 第１条の規定（第２１条第２項及び同項ただし書並びに同条第３項並びに第２１条の４第２項及び

第３項の改正規定に限る。）による改正後の東京都台東区職員の給与に関する条例の規定は、令和７

年１２月１日から適用する。 

（令和７年４月１日から施行日の前日までの間における異動者の号給） 

４ 令和７年４月１日から第１条の規定の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、

同条の規定（第２１条第２項及び同項ただし書並びに同条第３項並びに第２１条の４第２項及び第３

項の改正規定を除く。）による改正前の東京都台東区職員の給与に関する条例（以下「改正前の条例」

という。）の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又

はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）の定

める職員の第１条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員

会が定める。 

（施行日から令和８年３月３１日までの間における異動者の号給の調整） 

５ 施行日から令和８年３月３１日までの間において、第１条による改正後の条例の規定により、新た

に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあ

った職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前

の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第１条による改正後の条例の規定が適用

されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、

必要な調整を行うことができる。 

（給与の内払） 

６ 第１条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給

された給与は、第１条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 

（委 任） 

７ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 
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第９９号議案 東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

一部を改正する条例 新旧対照表 

 

第１条の規定による改正 

改  正  案 現     行 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 期末手当の額は、第４条の規定により決定さ

れた給料の月額を基礎として区規則で定める

額に１００分の１２７．５を乗じて得た額に、

区規則で定める支給割合を乗じて得た額とす

る。 

２ 期末手当の額は、第４条の規定により決定さ

れた給料の月額を基礎として区規則で定める

額に１００分の１２５を乗じて得た額に、区規

則で定める支給割合を乗じて得た額とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） （フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

２ 勤勉手当の額は、第４条の規定により決定さ

れた給料の月額を基礎として区規則で定める

額に、１００分の１２０を乗じて得た額に、勤

務成績に応じて区規則で定める支給割合を乗

じて得た額とする。 

２ 勤勉手当の額は、第４条の規定により決定さ

れた給料の月額を基礎として区規則で定める

額に、１００分の１１７．５を乗じて得た額に、

勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を

乗じて得た額とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

２ 期末手当の額は、第１８条及び第１９条の規

定により決定された報酬の額を基礎として区

規則で定める額に１００分の１２７．５を乗じ

て得た額に、区規則で定める支給割合を乗じて

得た額とする。 

２ 期末手当の額は、第１８条及び第１９条の規

定により決定された報酬の額を基礎として区

規則で定める額に１００分の１２５を乗じて

得た額に、区規則で定める支給割合を乗じて得

た額とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） （パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第３０条の２ （略） 第３０条の２ （略） 

２ 勤勉手当の額は、第１８条及び第１９条の規

定により決定された報酬の額を基礎として区

規則で定める額に、１００分の１２０を乗じて

得た額に、勤務成績に応じて区規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。 

２ 勤勉手当の額は、第１８条及び第１９条の規

定により決定された報酬の額を基礎として区

規則で定める額に、１００分の１１７．５を乗

じて得た額に、勤務成績に応じて区規則で定め

る支給割合を乗じて得た額とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

 

第２条の規定による改正 

改  正  後 改  正  前 
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（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 期末手当の額は、第４条の規定により決定さ

れた給料の月額を基礎として区規則で定める

額に１００分の１２６．２５を乗じて得た額

に、区規則で定める支給割合を乗じて得た額と

する。 

２ 期末手当の額は、第４条の規定により決定さ

れた給料の月額を基礎として区規則で定める

額に１００分の１２７．５を乗じて得た額に、

区規則で定める支給割合を乗じて得た額とす

る。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） （フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

２ 勤勉手当の額は、第４条の規定により決定さ

れた給料の月額を基礎として区規則で定める

額に、１００分の１１８．７５を乗じて得た額

に、勤務成績に応じて区規則で定める支給割合

を乗じて得た額とする。 

２ 勤勉手当の額は、第４条の規定により決定さ

れた給料の月額を基礎として区規則で定める

額に、１００分の１２０を乗じて得た額に、勤

務成績に応じて区規則で定める支給割合を乗

じて得た額とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

２ 期末手当の額は、第１８条及び第１９条の規

定により決定された報酬の額を基礎として区

規則で定める額に１００分の１２６．２５を乗

じて得た額に、区規則で定める支給割合を乗じ

て得た額とする。 

２ 期末手当の額は、第１８条及び第１９条の規

定により決定された報酬の額を基礎として区

規則で定める額に１００分の１２７．５を乗じ

て得た額に、区規則で定める支給割合を乗じて

得た額とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） （パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第３０条の２ （略） 第３０条の２ （略） 

２ 勤勉手当の額は、第１８条及び第１９条の規

定により決定された報酬の額を基礎として区

規則で定める額に、１００分の１１８．７５を

乗じて得た額に、勤務成績に応じて区規則で定

める支給割合を乗じて得た額とする。 

２ 勤勉手当の額は、第１８条及び第１９条の規

定により決定された報酬の額を基礎として区

規則で定める額に、１００分の１２０を乗じて

得た額に、勤務成績に応じて区規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

別表（第４条、第１８条関係） 別表（第４条、第１８条関係） 

（略） 
 

（略） 
 

備考 備考 

１ （略） １ （略） 

２ この表において「講師」とは、学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第２７条第１１項に規

定する講師をいう。 

２ この表において「講師」とは、学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第２７条第１０項に規

定する講師をいう。 

付 則 
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１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

規定は、令和７年１２月１日から適用する。 


